
け
付
け
る
ほ
か
、
電
話
、
フ
ァ
ク

ス
、
書
面
な
ど
に
よ
り
ま
す
。

▽
申
出
人
　
本
人
や
そ
の
家
族
の

ほ
か
、
状
況
を
具
体
的
か
つ
的
確

に
把
握
し
て
い
る
代
理
人
な
ど
で

す
。

▽
費
用
　
相
談
は
無
料
で
す
。

▽
そ
の
他
　
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

ま
た
、
匿
名
の
相
談
も
受
け
付
け

ま
す
。

ど
こ
に
相
談
す
る
の
？

苦
情
や
相
談
は
、
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
人
や
そ
の
関
係
者

の
皆
さ
ん
が
利
用
し
や
す
い
よ
う
、

ど
ん
な
シ
ス
テ
ム
？

市
が
提
供
し
て
い
る
福
祉
サ
ー

ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
て
い
る
人
や
そ
の
関
係

者
の
皆
さ
ん
が
、
不
満
や
要
望
を

ど
こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い
の
か
、

分
か
ら
な
い
と
き
も
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
市
で
は
平
成

15
年
度
か
ら
、
市
が
提
供
す
る
福

祉
サ
ー
ビ
ス(

介
護
保
険
サ
ー
ビ

ス
は
除
く)

や
、
市
が
実
施
す
る

福
祉
事
業
全
般
に
対
す
る
苦
情
や

相
談
に
応
じ
、
解
決
す
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
を
設
け
て
い
ま
す
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
福
祉
に
関

す
る
各
窓
口
に
、
苦
情
解
決
の
担

当
者
を
置
き
、
皆
さ
ん
の
立
場
に

立
っ
て
適
切
な
対
応
を
図
る
た
め

の
も
の
で
す
。

苦
情
や
相
談
は
、
次
の
通
り
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
受
付
方
法
　
各
窓
口
で
直
接
受

市
立
の
各
福
祉
施
設
の
ほ
か
、
サ

ー
ビ
ス
や
事
業
を
実
施
す
る
課
に

加
え
て
、
中
立
的
な
立
場
の
第
三

者
委
員
に
お
い
て
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

苦
情
受
付
担
当
者
や
フ
ァ
ク
ス

番
号
な
ど
に
つ
い
て
は
、
直
接
、

各
施
設
な
ど
に
電
話
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の

苦
情
は
、
介
護
保
険
な
ん
で
も
相

談
窓
口
1(

632)

８
９
８
９
で
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

Y
保
健
福
祉
総
務
課
1(

632)

２
９

１
７

本
文
中
に
費
用
な
ど
の
記
載
が
な
い
も
の
は
、
原
則
と
し
て
無
料
。�

＝
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ�

＝
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス�

HP

18

◎１２月１日は世界エイズデー エイズは私たちに非常に身近な病気です。日本でも１日に3.7人が感染し
ていて、決して特別な病気ではありません。一人ひとりの理解と思いやりが、エイズを食い止め、差別や
偏見をなくす大きな力になるのです。大切な人を守るためにも、自分には関係ないと思わず、考えてみま
せんか。▽HIV検査・相談　感染したかもしれないという心配がある場合は、匿名・無料の検査相談（36
ページ参照）にお越しください。Y保健予防課1(626)1114

市
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

市
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の�

苦
情
解
決
シ
ス
テ
ム

苦
情
解
決
シ
ス
テ
ム�

市
が
提
供
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の�

苦
情
解
決
シ
ス
テ
ム�

市
で
は
、
市
が
提
供
し
て
い
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や

市
が
実
施
す
る
福
祉
事
業
に
対
す
る
苦
情
な
ど
に
適

切
に
対
応
し
、
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
苦
情
解
決

シ
ス
テ
ム
を
設
け
て
い
ま
す
。

■施設に対する苦情などは、まず各施設の苦情受
付担当者へ�
　市立の各福祉施設に対する苦情などは、まず各施
設の苦情受付担当者に申し出てください。苦情受付
担当者を置いて、相談窓口を開設している市立の福
祉施設は下表の通りです。�

■福祉サービスの提供・事業を実施する課でも受
け付けます�

　苦情などの受け付けは、サービスや事業を実施する
課でも行います。相談窓口は、下表の通りですので、
各課の苦情受付担当者に申し出てください。�

施　　設　　名� 電話番号�
（６６１）５９７０�
（６２１）８６０１�
（６４７）４７２０�
（６３３）０９２０�
（６５８）１６６０�
（６５２）０１４８�
（６２２）３１０５�
（６６１）２７１７�
（６２２）１００１�
（６３４）０７０９�
（６６１）５００３�
（６５８）０９７５�
（６５８）４０９９�
（６２１）００５７�
（６６１）２３２０�
（６２１）８６００�
（６２１）００３３�
（６５３）５１８５�
（６５８）６９０７�
（６６３）２１６６�
（６４７）４７３０�
（６７４）２０２０�
（６７１）１８１１�

ち と せ 寮 �
松 原 荘 �
こども発達センター �
あ ず ま 保 育 園 �
み な み 保 育 園 �
大 谷 保 育 園 �
大 曽 保 育 園 �
泉 が 丘 保 育 園 �
北 保 育 園 �
不 動 前 保 育 園 �
石 井 保 育 園 �
緑 が 丘 保 育 園 �
上 横 田 保 育 園 �
竹 林 保 育 園 �
今 泉 第 二 保 育 園 �
松 原 保 育 園 �
西 が 岡 保 育 園 �
北 雀 宮 保 育 園 �
東 浦 保 育 園 �
御 幸 が 原 保 育 園 �
西 部 保 育 園 �
ゆ ず の こ 保 育 園 �
な か よ し 保 育 園 �

（陽東２丁目）�
（松原３丁目）�
（鶴　田　町）�
（宿郷２丁目）�
（大和２丁目）�
（駒　生　町）�
（大曽５丁目）�
（泉が丘6丁目）�
（中 戸 祭 町）�
（西　原　町）�
（石　井　町）�
（緑 ３ 丁 目）�
（上 横 田 町）�
（竹　林　町）�
（東今泉2丁目）�
（松原３丁目）�
（宝木町2丁目）�
（若松原2丁目）�
（東　浦　町）�
（御幸ケ原町）�
（鶴　田　町）�
（松田新田町）�
（白　沢　町）�

生活に困っている人�

高齢者�

障がい者�

幼児や児童などの子ども�

生活福祉課�

高齢福祉課�

障がい福祉課�

児童福祉課�

(632)2876・2879

(632)2356・2359

(632)2364・2361

(632)2386・2391

対　　象� 担当課� 電話番号�

瀬　尾　充　男�

松　本　カネコ�

山　崎　一　男�

鶴　見　智穂子�

(653)5129

(653)0593

(648)5209

(624)4565

氏名（敬称略）� 電話番号�

■第三者委員による苦情などの受け付け�
　さらに、市では中立的な立場で苦情解決を図るため、
下表の通り４人の第三者委員を委嘱し、苦情などの
受け付けを行っています。�
　なお、第三者委員
を利用するときは、
緊急の場合を除いて、
早朝や深夜を避けて
ください。�




